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§5.土地利用計画

5-1.土地利用計画

　土地利用計画については、村山市及び村山総合支庁と協議を行い、次頁図のとおり決定した。

また、村山市との協議により、「都市計画法に基づく開発許可技術基準（以下、開発基準）」

に基づき、開発面積全体の3%以上を緑地として計画するものとする。なお、当該緑地は、駅西

中央5号線沿いの緑地とする。

図5-1.1 都市計画法に基づく開発許可技術基準(抜粋)
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5-2.設計図面

　次頁に土地利用計画図を示す。
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